
提

出

者

長

妻

昭

平
成
十
六
年
十
一
月
十
九
日
提
出

質

問

第

四

四

号

社
会
保
険
庁
の
職
場
で
の
監
修
作
業
及
び
法
務
省
の
違
法
性
の
疑
い
の
あ
る
原
稿
料
受
領
に
関
す
る
質
問
主
意

書

44



社
会
保
険
庁
の
職
場
で
の
監
修
作
業
及
び
法
務
省
の
違
法
性
の
疑
い
の
あ
る
原
稿
料
受
領
に
関
す
る
質
問
主
意

書

平
成
一
六
年
一
一
月
一
七
日
の
衆
議
院
決
算
行
政
監
視
委
員
会
で
、
明
ら
か
に
な
っ
た
以
下
の
点
に
関
し
て
お
尋
ね
す
る
。

一

村
瀬
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
監
修
作
業
が
、
職
場
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
認
め
た
。

謝
礼
を
受
け
取
る
監
修
作
業
を
職
場
で
行
う
こ
と
は
、
問
題
で
は
な
い
の
か
。

ま
た
、
法
令
違
反
に
当
た
る
の
で
は
な
い
の
か
。

具
体
的
に
ど
の
書
籍
で
、
い
つ
（
昼
休
み
か
夜
か
）
、
ど
の
レ
ベ
ル
の
役
職
者
が
、
ど
の
課
の
職
場
で
監
修
作
業
を
行
っ

て
い
た
の
か
、
上
司
の
許
可
は
得
た
の
か
等
、
実
態
を
調
査
・
把
握
し
て
、
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

二

厚
生
労
働
省
は
、
監
修
料
の
再
調
査
を
表
明
し
た
が
、
職
場
で
監
修
作
業
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
適
正
か
否
か
等
に
係
わ

る
事
項
は
、
再
調
査
に
含
ま
れ
る
か
。
含
ま
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
か
。

三

法
務
省
か
ら
、
「
人
」
「
わ
こ
う
ど
」
の
原
稿
料
は
今
後
、
受
領
し
な
い
旨
の
表
明
が
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
。
法
令
違

反
に
当
た
る
の
か
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
受
領
し
て
い
た
問
題
の
あ
る
原
稿
料
は
平
成
一
一
年
度
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
書
籍
等
で
、
い
く
ら
あ
っ

一



た
の
か
。
問
題
の
あ
る
原
稿
料
を
返
却
す
る
予
定
と
職
員
の
処
分
予
定
は
。

ま
た
、
「
人
」
「
わ
こ
う
ど
」
の
発
行
部
数
と
法
務
省
購
入
部
数
を
お
示
し
頂
き
、
購
入
が
随
意
契
約
で
あ
る
こ
と
は
問

題
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

四

人
事
院
国
家
公
務
員
倫
理
審
査
会
と
し
て
、
前
記
一
の
件
及
び
法
務
省
の
三
の
件
に
か
ら
ん
で
、
解
明
を
求
め
る
予
定
は

あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


